
令和5年10月31日

工事 測量 物品 委託 小規模

1

東洋造園土木(株)
代表取締役　石渡　秀子
千葉市緑区あすみが丘五丁目６番
地２

市内 〇 - - 〇 -
令和4年5月6日から
令和4年6月5日まで

安全管理措置の不適
切により生じた公衆損
害事故

第２条第１項
別表第１第５項

第２条第１項
別表第１第５項

－
同社は、本市発注の「道路・下水維持補修委託(緑3-3-2)」において、令和4年
3月30日に、検診棒の確認範囲を超えてバックホウで掘削を行ったことにより、
サドル分水栓を破損させ、周辺家屋の断水を招いたため。

2

株式会社　メディセオ
代表取締役社長　長福　恭弘
東京都中央区八重洲二丁目７番１５
号

凖市内 - - 〇 - -
令和4年5月9日から
令和4年8月8日まで

独占禁止法違反行為 －
第２条第１項
別表第２第４項

－
同社及び同社の使用人が、独立行政法人地域医療機能推進機構が発注する
医薬品の入札に関し、不当な取引制限を行ったとして、令和４年３月３０日に
公正取引委員会から違反事業者の認定を受けたため。

3

株式会社　淺沼組
代表取締役社長　浅沼　誠
大阪府大阪市浪速区湊町一丁目２
番３号マルイト難波ビル

凖市内 〇 - - - -
令和4年5月18日から
令和4年6月17日まで

安全管理措置の不適
切により生じた工事等
関係者事故

第２条第１項
別表第１第８項

－ －

同社は、東日本高速道路株式会社発注の「東北自動車道　大久保橋跨高速
道路橋（ロッキング橋脚）耐震補強工事」において、構造物掘削中に掘削のり
面が崩壊し、掘削内部で作業をしていた（株）淺沼組の社員１名を含む２名を
死亡させる、安全管理措置の不適切による工事関係者事故を発生させたた
め。

4

株式会社イセトー
代表取締役　小谷　達雄
京都市中京区烏丸通御池上ル二条
殿町552番地

市外 - - 〇 〇 -
令和4年5月20日から
令和4年11月19日まで

独占禁止法違反行為 －
第２条第１項
別表第２第４項

－
同社は、特定データプリントサービスの取引分野における競争を実質的に制
限していたとして、令和４年３月３日付けで公正取引委員会から排除措置命令
及び課徴金納付命令を受けたため。

5

株式会社錢高組
取締役社長　銭高　久善
大阪府大阪市西区西本町二丁目２
番４号

準市内 〇 - - - -
令和4年6月1日から
令和4年11月30日まで

談合及び競売入札妨害
第２条第１項
別表第２第６項

－ －
同社の元使用人は、近畿中部防衛局発注の岐阜（２）評価施設新設建築その
他工事において、令和４年５月３１日に官製談合防止法違反及び公契約関係
競売等妨害の罪により起訴されたため。

6

飯田環境クリーン株式会社
代表取締役　飯田　敬道
千葉市若葉区北谷津町３００番地２
６

市内 - - 〇 〇 -
令和4年6月7日から
令和4年12月6日まで

不正又は不誠実な行為 －
第２条第１項
別表第２第７項

－
同社は、本市発注案件｢稲毛区役所大規模改修工事に伴う産業廃棄物処理
業務委託」において、令和４年５月３０日付けで落札者と決定したが、正当な
理由がなく令和４年５月３１日付けで契約の辞退を申し出たため。

7
株式会社西原環境
代表取締役　西原　幸志
東京都港区海岸三丁目２０番２０号

準市内 〇 - 〇 〇 -
令和4年6月27日から
令和4年7月26日まで

不正又は不誠実な行為
第２条第１項
別表第２第９項

第２条第１項
別表第２第７項

－

同社は、令和３年８月１９日、愛知県豊橋市いずみが丘処理場内において、労
働者に水量確認作業等を行わせるに当たり、必要な安全措置を講じなかった
ことから、労働安全衛生法違反により、令和４年５月２３日、同社が豊橋簡易
裁判所から罰金刑の略式命令を受けたため。

8
藤英建設株式会社
代表取締役　藤代　剛志
千葉県旭市二の６２９２番地の４

市外 〇 - - 〇 -
令和4年7月25日から
令和4年8月24日まで

不正又は不誠実な行為
第２条第１項
別表第２第９項

第２条第１項
別表第２第７項

－

同社及び同社の使用人は、令和２年４月２９日、旭市の工場でスレート屋根補
修工事をする際、踏み抜きにより労働者に危険を及ぼす恐れがあったのに、
幅30cm以上の歩み板を設ける等の労働者の危険防止措置を講じず、作業員
１名が死亡したことから、労働安全衛生法及び業務上過失致死罪により略式
起訴され、令和２年１２月２８日付けで罰金刑に処せられた。また、このことが
建設業法第２８条第３項に該当するとして、当該業者は千葉県知事から令和４
年６月２３日付けで、営業停止処分を受けたため。

9

株式会社淺沼組
代表取締役社長　浅沼　誠
大阪府大阪市浪速区湊町一丁目２
番３号マルイト難波ビル

準市内 〇 - - - -
令和4年7月26日から
令和5年1月25日まで

談合及び競売入札妨害
第２条第１項
別表第２第６項

－ －
同社の使用人は、千葉県市川市発注の公共工事において、令和４年７月２６
日に公契約関係競売入札妨害の容疑により逮捕されたため。

10

ロード・システム有限会社
代表取締役　加賀　和範
千葉市緑区誉田町二丁目１３番地１
４

市内 〇 - - - -
令和4年9月7日から
令和4年10月6日まで

安全管理措置の不適
切により生じた工事等
関係者事故

第２条第１項
別表第１第７項

－ －
同社は、本市発注の「誉田駅北口線交差点改良工事（３－２）」において、既設
街路灯の移設作業中に、作業員が掘削穴と基礎ブロックの間に転落し左肩を
骨折する工事関係者事故を発生させたため。

11

株式会社鈴木塗装工務店
代表取締役　鈴木　英之
東京都足立区柳原二丁目３０番１４
号

市外 〇 - - - -
令和4年9月16日から
令和4年10月15日まで

建設業法違反行為
第２条第１項
別表第２第８項

－ －

同社は、他の建設業者から請け負った大阪府内の民間塗装工事において、建
設業の許可を受けずに建設業を営む者と建設業法施行令第１条の２に定める
金額を超えた額をもって下請契約を締結していたとして、令和４年８月３０日付
けで関東地方整備局から、建設業法第２８条第３項に基づく営業停止処分を
受けたため。

12

株式会社　日建技術コンサルタント
代表取締役社長　平井　成典
大阪府大阪市中央区谷町六丁目４
番３号

準市内 - 〇 - 〇 -
令和4年10月6日から
令和5年4月5日まで

不正又は不誠実な行為
第２条第１項
別表第２第９項

第２条第１項
別表第２第７項

－
同社は、本市発注案件｢第２期下水道施設点検・修繕計画策定業務委託（管
路）」において、令和４年６月３０日付けで落札者と決定したが、正当な理由が
なく令和４年７月１１日付けで契約の辞退を申し出たため。

措置理由

指名停止措置一覧表（令和４年度）

番号 有資格業者名 地区区分
名簿種別

指名停止期間 措置要件
適用条項

【工事・測量等】
適用条項
【物品・委託】

適用条項
【小規模修繕】



工事 測量 物品 委託 小規模
措置理由番号 有資格業者名 地区区分

名簿種別
指名停止期間 措置要件

適用条項
【工事・測量等】

適用条項
【物品・委託】

適用条項
【小規模修繕】

13

株式会社　大塚商会
代表取締役社長　大塚　裕司
東京都千代田区飯田橋二丁目１８
番４号

準市内 - - 〇 〇 -
令和4年10月25日から
令和5年1月24日まで

独占禁止法違反行為 －
第２条第１項
別表第２第４項

－
同社は、広島県及び広島市が発注する学校用パソコン及び周辺機器購入の
入札における競争を実質的に制限していたとして、令和４年１０月６日付けで
公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたため。

14

中外テクノス株式会社
代表取締役　福馬　聡之
広島県広島市西区横川新町９番１２
号

準市内 〇 〇 〇 〇 -
令和4年10月25日から
令和5年4月24日まで

独占禁止法違反行為
第２条第１項
別表第２第４項

第２条第１項
別表第２第４項

－
同社は、広島県及び広島市が発注する学校用パソコン及び周辺機器購入の
入札における競争を実質的に制限していたとして、令和４年１０月６日付けで
公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたため。

15
Dynabook株式会社
代表取締役　覚道　清文
東京都江東区豊洲五丁目６番１５号

準市内 - - 〇 〇 -
令和4年10月25日から
令和5年4月24日まで

独占禁止法違反行為 －
第２条第１項
別表第２第４項

－
同社は、広島県及び広島市が発注する学校用パソコン及び周辺機器購入の
入札における競争を実質的に制限していたとして、令和４年１０月６日付けで
公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたため。

16

株式会社　ニチイ学館
代表取締役　森　信介
東京都千代田区神田駿河台四丁目
６番地

準市内 - - 〇 〇 -
令和4年10月25日から
令和5年1月24日まで

独占禁止法違反行為 －
第２条第１項
別表第２第４項

－
同社は、愛知県又は岐阜県に所在する病院が発注する医療業務の入札にお
ける競争を実質的に制限していたとして、令和４年１０月１７日付けで公正取引
委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたため。

17
株式会社　ソラスト
代表取締役　藤河　芳一
東京都港区港南一丁目７番１８号

準市内 - - 〇 〇 -
令和4年10月25日から
令和5年1月24日まで

独占禁止法違反行為 －
第２条第１項
別表第２第４項

－
同社は、愛知県又は岐阜県に所在する病院が発注する医療業務の入札にお
ける競争を実質的に制限していたとして、令和４年１０月１７日付けで公正取引
委員会から違反事業者の認定を受けたため。

18

ＪＦＥエンジニアリング株式会社
代表取締役社長　大下　元
神奈川県横浜市鶴見区末広町二丁
目１番地

市外 〇 〇 〇 〇 -
令和4年10月28日から
令和4年12月27日まで

安全管理措置の不適
切により生じた物品及
び業務委託等関係者事
故

－
第２条第１項
別表第１第７項

－

同社は、本市発注の「幕張新都心廃棄物空気輸送システムごみ輸送管復旧
業務委託」において、令和４年１０月３日、作業員が立杭下部の埋戻し完了後
の土留め解体作業においてコーナーピースの取り外しを行っていたところ、土
圧によりコーナーピースが弾け、付近にいた作業員の左胸部に当たり負傷さ
せる業務委託等関係者事故を発生させたため。

19
オリエンタル測量株式会社
代表取締役　戸村　利之
千葉市中央区本町一丁目６番１０号

市内 - 〇 - - -
令和4年10月27日から
令和5年4月26日まで

不正又は不誠実な行為
第２条第１項
別表第２第９項

－ －
同社は、本市発注案件｢道路境界確定協議及び区域線測量業務委託（４－
１）」において、令和４年１０月２１日付けで落札者と決定したが、正当な理由が
なく令和４年１０月２５日付けで契約の辞退を申し出たため。

20

株式会社　グリーンアース
代表取締役　石井　雅士
千葉県市川市堀之内三丁目２１番
地１号

準市内 - - - 〇 -
令和4年12月19日から
令和5年1月18日まで

不正又は不誠実な行為 －
第２条第１項別表
第２第７項

－

同社は令和４年１０月１２日、許可条件に市清掃施設への運搬が含まれてい
ないにもかかわらず、火災により発生した廃棄物（伐採木）を新浜リサイクルセ
ンターへ運搬したことにより、千葉市から事業停止命令の行政処分を受けたた
め。

21

関東塗装工業株式会社
代表取締役　鈴木　良太
千葉市中央区祐光四丁目１３番１４
号

市内 〇 - - 〇 -
令和4年12月21日から
令和5年1月20日まで

安全管理措置の不適
切により生じた公衆損
害事故

－
第２条第１項別表
第１第５項

－
同社は、本市発注の「二級河川坂月川草刈業務委託（４－１）」において、令和
４年６月４日に、除草作業中肩掛式草刈機の刃を民家の外構に接触させたこ
とにより、損傷させたため。

22
高橋構造研究所
代表　髙橋　悟

市内 - ○ - - -
令和4年12月27日から
令和5年4月26日まで

契約違反
第２条第１項別表
第１第４項

－ －
令和４年６月２４日に契約締結した本市発注の委託業務「千葉市立大森小学
校トイレ改修実施設計業務委託」において、正当な理由がなく履行期間を遅延
したため。

23
五洋建設株式会社
代表取締役社長　清水　琢三
東京都文京区後楽二丁目２番８号

準市内 〇 - - - -
令和5年1月13日から
令和5年2月12日まで

不正又は不誠実な行為
第２条第１項
別表第２第９項

－ －

同社の従業員は、「新名神高速道路大津ジャンクション東工事」において、作
業員が令和３年７月９日に高所作業車から転落し負傷したことについて、所轄
の大津労働基準監督署長に遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなければ
ならないところ、令和３年８月１９日に至るまで提出しなかったとして、同社の従
業員が労働安全衛生法違反により、令和４年１２月２２日付けで大津簡易裁判
所から罰金刑の略式命令を受けたため。



工事 測量 物品 委託 小規模
措置理由番号 有資格業者名 地区区分

名簿種別
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24

（株）椙山建築都市綜合事務所
代表取締役社長　椙山　健治
千葉市中央区富士見二丁目４番１
号

市内 - ○ - - -
令和5年1月13日から
令和5年3月12日まで

契約違反
第２条第１項別表
第１第４項

－ －
令和４年６月２４日に契約締結した本市発注の委託業務「千葉市立柏台小学
校トイレ改修実施設計業務委託」において、正当な理由がなく履行期間を遅延
したため。

25

アイテック株式会社
代表取締役　鈴木　裕臣
東京都中央区日本橋人形町三丁目
３番６号

市外 - - - 〇 -

令和4年11月7日から
適当と認められる日（再
生計画認可日）まで
（令和5年10月31日
　指名停止措置解除）

経営不振 －
第２条第１項
別表第１第９項

－ 令和４年１０月１７日、東京地裁に民事再生法の適用を申請したため。

26

株式会社　セレスポ
代表取締役　田代　剛
東京都豊島区北大塚一丁目２１番５
号

凖市内 - - 〇 〇 -
令和5年2月10日から
令和5年8月9日まで

独占禁止法違反行為 －
第２条第１項
別表第２第４項

－
東京五輪・パラリンピック組織委員会発注のテスト大会計画立案業務の入札
を巡り、　令和５月２月８日に同社の専務取締役が独占禁止法違反の容疑に
より逮捕されたため。

27

株式会社水機テクノス
代表取締役　原　毅
東京都世田谷区桜丘五丁目４８番１
６号

市外 〇 - 〇 〇 -
令和5年2月17日から
令和5年3月16日まで

建設業法違反行為
第２条第１項
別表第２第８項

第２条第１項
別表第２第８項

－

同社は、建設業法第２６条の規定に違反して、資格要件を満たさない者を監
理技術者として工事現場に配置するとともに、経営事項審査において、資格要
件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行うことにより得た経
営事項審査結果を公共工事の発注者に提出していたなどとして、国土交通省
関東地方整備局から令和５年２月１０日付けで、建設業法第２８条第１項の規
定に基づく指示処分及び同法第２８条第３項の規定に基づく営業停止処分を
受けたため。

28

株式会社水道機工
代表取締役　古川　徹
東京都世田谷区桜丘五丁目４８番１
６号

市外 〇 - - - -
令和5年2月17日から
令和5年3月16日まで

建設業法違反行為
第２条第１項
別表第２第８項

－ －

同社は、建設業法第２６条の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主
任技術者及び監理技術者として工事現場に配置するとともに、経営事項審査
において、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行
うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出していたなど
として、国土交通省関東地方整備局から令和５年２月１０日付けで、建設業法
第２８条第１項の規定に基づく指示処分及び同法第２８条第３項の規定に基づ
く営業停止処分を受けたため。

29
株式会社増岡組
代表取締役社長　増岡　聡一郎
広島県広島市中区鶴見町４番２５号

市外 〇 - - - -
令和5年3月7日から
令和5年5月6日まで

贈賄
第２条第１項
別表第２第２項

－ －
同社は、広島県が発注した県立高校改修工事を巡り、社員が贈賄罪などの疑
いで逮捕されたため。

30

株式会社　メディカルサポート
代表取締役　桑田　久雄
千葉市美浜区幸町二丁目２１番２１
号

市内 - - - 〇 -
令和5年3月8日から
令和5年9月7日まで

贈賄 －
第２条第１項
別表第２第２項

－
同社の代表取締役が、東千葉メディカルセンターの医療事務契約を巡り、同セ
ンターの元総務課長に賄賂を渡したとして、令和５年３月７日に贈賄容疑で千
葉県警察に逮捕されたため。

31
協進建設　株式会社
代表取締役　松下　重雄
千葉市花見川区長作町３５５番地４

市内 〇 - - - -
令和5年3月17日から
令和5年9月16日まで

不正又は不誠実な行為
第２条第１項
別表第２第９項

－ －
同社は、本市発注案件｢千葉市立稲浜中学校エレベータ設置工事」において、
令和５年３月９日付けで落札者と決定したが、正当な理由がなく令和５年３月１
６日付けで契約の辞退を申し出たため。

32
（株）ワイアンドケイ企画
代表取締役　清水　康史
千葉市美浜区高洲三丁目１４番１号

市内 - 〇 - - -
令和5年3月24日から
令和5年6月23日まで

工事成績等の不良
第２条第１項別表
第１第１０項

－ －
同社は、令和５年３月２２日に完了検査が行われた本市発注の委託業務「貝
塚町４４号線外５道路実施設計業務委託（若４－１）」における委託業務成績
評定点が４８点であったため。



工事 測量 物品 委託 小規模
措置理由番号 有資格業者名 地区区分

名簿種別
指名停止期間 措置要件

適用条項
【工事・測量等】

適用条項
【物品・委託】

適用条項
【小規模修繕】

33

青木あすなろ建設（株）
代表取締役社長　辻井　靖
東京都千代田区神田美土代町１番
地４

準市内 〇 - - - -
令和5年3月24日から
令和5年4月23日まで

建設業法違反行為
第２条第１項
別表第２第８項

－ －

同社は、発注者から直接請け負った岩手県花巻市及び北上市における送水
路工事において、変更契約を行う際、虚偽の資料で発注者に対して協議を行
い、過大な金額で変更契約を締結した。このことが、建設業法第２８条第１項
第２号に該当すると認められるとして、令和５年３月１７日に国土交通省関東
地方整備局から法第２８条第３項に基づく営業停止処分を受けたため。

34

三菱電機株式会社
代表執行役　漆間　啓
東京都千代田区丸の内二丁目７番
３号

準市内 ○ - ○ ○ -
令和5年3月27日から
令和5年4月26日まで

不正又は不誠実な行為 －
第２条第１項
別表第２第７項

－

同社は登録に係る業務の実施の方法によらないで点検業務を行い、また、無
線局の検査のために作成する点検結果を記載した書類（点検結果通知書）を
事実とは異なる内容で免許人へ通知したことにより、総務省関東総合通信局
から業務停止命令の行政処分を受けたため。


